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転コース後の卒業時期について 

 

 

 転コースをした学生は，転コース後の所属コースにおいて１年以上履修しなければ，人

間社会学域規程第 21 条第 1 項及び法学類細則第 4 条第 1 項が定める「卒業に必要な単位」

をすべて修得しても，同規程第 7 条及び同細則第 3 条第 3 項の定めにより，卒業を認めら

れない。 


